
元気居住都心調査報告 
(計画の経過) 

 早稲田大学佐藤滋研究室と鶴岡市では、鶴岡市の中心市街地「銀座地区」の遊

休地を活用し、中心市街地を元気づけるプロジェクトして「元気居住都心整備

事業」の計画を進めております。 
 これは、平成 12 年度旧建設省の「歩いて暮せるまちづくり事業」の指定を受

け、市民参加型ワークショップの中から出された意見の中から、①都心居住 ②

福祉都心の２点に焦点をあて、平成１３年６月２３日から立ち上げました構想

です。現在までの２年半余の期間の中で、■市民ワークショップ、■町内会ワ

ークショップ、■市内住替えデータ分析調査、■首都圏調査、■市内ヒアリン

グ調査、■ｺﾐｭﾆﾃｨﾋﾞｼﾞﾈｽ調査、■シニア講演会、■シニア懇話会、■東京ワー

クショップ等を踏まえ、平成１３年１１月に「元気居住都心提言書」、平成１４

年３月に「元気居住都心基本構想」、平成 15 年 3 月に、「元気居住都心基本計画

概要書」を策定し、このたび平成１７年３月２６日（土）に鶴岡「元気居住都

心」調査報告書を公表します。 
  

(計画概要 三本の柱) 
 計画の大きな三本の柱としましては、 
①単なる公共事業の箱物行政とならないよう《民間主導型事業》とする  
②人口低下が顕著である中心市街地に居住人口を呼び戻すための《都心居住

施策》とする。 
③今後増加する高齢者、特に元気なシニアが自ら主体的に活動できる場と仕

組みづくりをする《元気シニア活動拠点整備》を行う 
 
(整備目標としましては) 
事業の着手から完了までを中期目標(3～5 年先程度)として予定しています 

 
 
 



図Ⅳ－３．鶴岡「元気居住都心」基本計画 導入機能の方針  
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鶴岡「元気居住都心」の基本事業スキーム（三者独立型） 
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